
産交バス 定期券の払戻しについて 
 

有効期限内に限り、窓口で払い戻しができます。１枚につき払い戻し手数料５３０円がかかります。 
記名人本人であることを確認するための公的証明書(健康保険証など)が必要です。 
窓口にて申込書のご記入をお願いします。 
 
【使用期間中の場合】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

払い戻しは下記のとおりです。 
定期券額 - (1 日あたりの運賃※1×経過日数※2) - 払い戻し手数料 530 円 = 払戻金額 

 
※1）1 日あたりの運賃は往復定期券の場合：片道運賃×2、 片道定期券の場合：片道運賃×1 です。 
※2）通用期間の開始日から払い戻しにご来店された日までを経過日数とみなします。  

 
【例その１】 
乗降区間の片道普通運賃 180 円、1 ヶ月通学往復定期運賃 5,400 円（通用期間：4/8～5/7） 
払い戻しにご来店された日が 4/16（9 日間使用）の場合 

5,400 円－（180 円 × 2 回（往復） × 9 日間）＝2,160 円 
2,160 円－払い戻し手数料 530 円＝1,630 円 
 

【例その２】 
乗降区間の片道普通運賃 180 円、3 ヶ月通学往復定期運賃 15,390 円（通用期間：4/６～7/５） 
払い戻しにご来店された日が 5/16（41 日間使用）の場合 

15,390 円－（180 円 × 2 回（往復） × 41 日間）＝15,390 円－14,760 円＝630 円 
630 円－払い戻し手数料 530 円＝100 円 

 
※上記の計算方法により、払戻金額が発生しない場合もございますので、ご了承くださいませ。 

ちなみに、通学定期の割引率は、通常運賃ご利用の約 5 割引きにて販売しています。 
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